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朝霞市直結給水システム設計施工基準 

 

第 1 章 総 則 

 

１．目 的 

  この基準は、直結給水システムを導入するにあたり、設計施工に関する基本的事項の

取扱いを定めるものである。 

  なお、ストック機能が必要な建物、危険な物質を取り扱う工場等は受水槽方式による

ものとする。 

 

２．定 義 

  直結給水システムとは、原則として受水槽等を経由せず直結直圧給水方式（以下「直

圧」という。）若しくは直結増圧給水方式（以下「増圧」という。）又はこれらの給水

方式を併用し直接給水するシステムをいう。 

 

３．直結給水システムの種類 

 

（１）直結直圧方式 

 

（２）直結増圧方式 

直結給水方式 

（３）直結増圧併用方式 

 

（４）直結・増圧・受水槽併用方式 

 

４．適用条件 

（１）直圧は、３階建てまでの建物への給水に適用するものとする。 

（２）増圧は、１日最大使用水量が５０㎥以下、同時使用水量が２６１ℓ／分以下（ファミ

リータイプ５０戸、ワンルームタイプ９５戸まで）かつ１０階建てまでの建物への給

水に適用するものとする。 

（３）直圧及び増圧とも、配水管の最小動水圧が０．１５Ｍｐａ以上のものに適用するも

のとする。 

（４）直圧及び増圧とも、水理計算等により必要な水量及び水圧が安定的に確保できるこ

との確認を要するものとする。 

（５）直圧及び増圧とも、配水管から分岐する給水管の最大口径は、配水管口径の２ラン

ク以下の口径とし、設置する水道メーターはφ２０㎜以上とする。ただし、使用量が

少ないワンルームタイプや事務所等で、水理計算において問題がない場合には、誓約

書を提出のうえφ１３㎜メーターを設置できるものとする。 

（６）直圧の場合において、新規に分岐する給水管の口径はφ２５㎜以上とする。 
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（７）増圧の場合において、分岐可能な配水管の口径はφ７５㎜以上とする。 

（８）直圧及び増圧とも、分岐可能な配水管が２００㎜以上となる場合は、市と別途協議

を要するものとする。 

（９）建物の種類や使用目的に応じて、給水管の分岐口径範囲内において直圧、増圧及び

受水槽方式との併用で給水することができる。この場合において、直圧は３階までと

し、市長は必要な条件を付することができる。 

（10）令和８年４月１日付の実施基準改定以前に施工した増圧機器の更新に限っては、事

前協議を実施のうえ同口径での更新を可能とする。 

 

５．事前協議 

（１）３階建て以上の建物（専用住宅を除く）で、直圧・増圧給水を受けようとする者（

既設給水管の改造を含む）は、給水装置工事申込みの前に、様式第１号の直結給水シ

ステム事前協議申請書（以下「事前協議書」という。）を提出する。 

（２）受水槽方式から直結直（増）圧方式へ変更する場合には、水質試験成績証明書、ま

たは、浸出性能試験成績証明書の写しを添付するとともに、受水槽以下（二次側）の

配管材料（管種）が、現在の規格に適合しているか確認するものとする。 

（厚生労働省通達 平成１７年９月５日付  健水発 第０９０５００２号参照） 

（３）市長は、事前協議の結果、承認しようとするときは、様式第２号の事前協議承認通

知書（以下「承認通知書」という）を交付するものとする。 

（４）承認通知書に基づく給水装置工事申請をする場合は、承認通知書の写しを添付する

ものとする。 

（５）共同住宅以外の場合においては、事務所等の使用形態を明確にし、使用水量が決定

した段階で事前協議を行うものとする。 

（６）直圧の場合において、水理計算に用いる設計水圧は以下のとおりとする。 

  ・本管水圧０．２０Ｍｐａ以上０．２５Ｍｐａ未満 → 設計水圧０．２０Ｍｐａ 

  ・本管水圧０．２５Ｍｐａ以上 → 設計水圧０．２５Ｍｐａ 

  ・本管水圧０．２０Ｍｐａ未満 → 市と別途協議 

 

 

第２章 給水装置の構造 

 

１．給水装置の配管形態 

（１）同一敷地内の建物につき１給水引込みを原則とする。 

（２）３階建て共同住宅への直圧給水及び３階建て以上の建物への増圧給水を受けようと

する者は、１階部分に応急給水用の共用栓を設置すること。 

 

２．増圧給水設備 

  増圧給水設備は水道法に基づく給水装置の構造と材質に適合したもので、配水管への

影響が極めて小さく、安定した給水ができるものとする。 

（１）増圧給水設備は、日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユニット（ＪＷＷＡ
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Ｂ１３０）」又は同等以上の性能を有するものとする。 

（２）１建築物に対し１増圧給水設備を原則とする。ただし、共同住宅及び一部事務所ビ

ル等において、１日最大給水量の５０㎥以下で同時使用水量が２６１ℓ／分以下の場合

、水理計算により、安定給水が可能と認めた場合に限り、１増圧給水設備による複数

の建物への給水を認めるものとする。 

（３）増圧給水設備の口径は、増圧給水設備上流側（引込み）と同口径又はそれ以下とす

る。 

（４）吸込側の水圧が異常低下した場合は、配水管の管芯レベルで０．０７Ｍｐａ以下で

自動停止し、水圧が回復した場合は０．１０Ｍｐａ以上で自動復帰すること。 

（５）増圧給水設備の吸込側圧力発信機は、原則として減圧式逆流防止器の直近上流側と

する。 

（６）増圧給水設備の異常を検知して、増圧給水設備本体又は管理人室等で確認できるこ

と。  

 

３．逆流防止装置 

  逆流防止装置は、給水圧力の負圧や逆圧によって発生する逆流を、給水の安全性を確

保するために設置するもので、対象となる給水器具の危険性を考慮し、適切な逆流防止

装置の設置を行うものとする。 

（１）直圧の専用住宅、共同住宅及び一部事務所等は、日本水道協会規格単式逆流防止弁

又は同等以上の性能を有するもの設置すること。 

（２）増圧給水設備の逆流防止装置は、日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止器（Ｊ

ＷＷＡ Ｂ１３４）」又は同等以上の性能を有するもので、増圧給水設備の上流側に

設置することを原則とする。 

（３）各戸ごとに、日本水道協会規格単式逆流防止弁又は同等以上の性能を有するものを

設置すること。 

（４）減圧式逆流防止器の上流側にストレーナを設置すること。 

（５）減圧式逆流防止器の中間室逃がし弁の排水は、適切な吐水口空間を確保した間接排

水とすること。 

（６）減圧式逆流防止器は、異常な外部排水を自動感知装置により増圧給水設備本体又は

管理人室等で確認できること。 

 

４．メーターの設置 

（１）直圧における共同住宅のメーターの設置は、各戸ごとに設置する。 

（２）増圧及び直圧増圧併用方式、増圧受水槽併用方式における共同住宅及び店舗併用住

宅には、各戸ごとにメーターを設置する。 

（３）増圧における共同住宅及び店舗併用住宅以外の建物においては、増圧給水設備の上

流側にメーターを設置する。 

（４）増圧における住宅部分のメーターは、パイプシャフト内に設置する。 

（５）共同住宅に設置する共用栓には、メーターを設置する。 
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（６）メーター（メーターボックス）の設置位置は、交換、検針等の作業に支障がない場

所とすること。また、損傷することのないよう、車両等の影響を十分考慮すること。 

 

 

第３章 給水装置の設計 

 

１．設計水量の算定方法 

  設計に用いる同時使用水量は、次により算定するものとする。 

（１）増圧方式による共同住宅の同時使用水量は、財団法人ベターリビング優良住宅部品

認定基準（以下「ＢＬ基準」という。）を使用する。ただし、ワンルームタイプにつ

いては、ファミリータイプの６５％として算出する。 

（２）共同住宅以外の同時使用水量は、給水用具給水負荷単位により算出する。 

（３）増圧方式において、共同住宅と共同住宅以外の用途が混在する建物は、共同住宅は

「ＢＬ基準」で算出した水量と、共同住宅以外は給水用具給水負荷単位で算出した水

量を合算するものとする。ただし、上記の算定式によりがたい場合は、施設の実態に

応じた計算式によることができる。 

（４）水理計算の範囲は、増圧給水設備の上流側直近において、負圧でないことを確認で

きる計算書を提出すること。ただし、必要に応じて末端給水栓までの水理計算書の提

出を求めるものとする。 

 

２．給水管口径の決定 

（１）給水管の口径は、同時使用水量を供給できる大きさとする。 

（２）給水管の口径は、瞬時最大給水量時において管内流速が２．０ｍ／秒を超えないこ

とを原則とする。ただし、増圧方式による共同住宅については、管内流速が２．２２

ｍ／秒まで認めることとする。 

（３）給水管は、適正な口径で施工するものとし、メーターの下流側において、メーター

口径を超える配管は承認しないものとする。 

 

 

第４章 工事の施工  

 

１．増圧給水設備の設置位置 

  増圧給水設備の設置位置は、原則として１階以下とし、点検が容易にできる場所とす

る。また、必要に応じて防音措置等を施すこと。 

 

 

２．配管上の留意事項 

（１）配水管から分岐した給水管は、官民境界付近の敷地内に止水栓を設置すること。 

（２）減圧式逆流防止器の上流側及び下流側には、適切な止水栓を設置すること。 

（３）立ち上がり管ごと又は各階分岐ごとに止水栓を設置すること。ただし、近接して止
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水栓がある場合は省略することができる。 

（４）建物の立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設置すること。 

 

 

第５章  検査 

 

１．検 査 

  市が行う検査は、末端給水栓までを給水装置工事の検査対象とするが増圧給水設備の

検査は、次の項目について行うものとする。 

（１）増圧給水設備、減圧式逆流防止器の設置が本基準に適合している事を確認する。 

（２）給水設備、減圧式逆流防止器の警報装置の設置、事故等の連絡先を表記した掲示板

の設置及び維持管理体制を確認する。 

 

 

第６章 留意事項 

 

１．承諾書の提出 

直圧による給水装置工事の申込者は、申込時に直結直圧給水条件承諾書（様式第３号

）を提出し、増圧による給水装置工事の申込者は、申込時に直結増圧給水条件承諾書（

様式３号）を提出すること。 

 

２．留意事項 

  増圧給水設備の所有者（設置者）等は、次の事項について十分留意すること。 

（１）増圧により給水する場合は、停電、故障等により増圧給水設備が停止した時点で断

水になること。その場合、応急給水用の共用栓が使用できることなどを居住者に周知

すること。 

（２）増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の故障等、非常時の緊急連絡先を設備本体及び

管理人室等に明示するとともに居住者に周知すること。 

（３）増圧による給水装置工事の申込者は、減圧式逆流防止器及び増圧給水設備の保守点

検契約を締結すること。 

（４）増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の点検は、１年以内ごとに１回定期的に行い、

その記録は１年間以上保存すること。 

（５）配水管等の工事に伴う計画的又は緊急的な断水については、工事が円滑に実施でき

るよう協力すること。 

（６）漏水等の修理及び事故処理については、所有者又は使用者の責任において処理を行

うこと。 

（７）増圧給水設備を含む給水装置工事は、すべて設置者の負担とする。また、保守点検

に係わる費用についても同様とする。 

（８）パイプシャフト内に設置するメーターについて、検針及び検交換作業が円滑に実施
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できるよう、他の配管や器具との離隔を十分に確保するとともに、パイプシャフトに

６０㎝×６０㎝×４５㎝以上の開口扉を設けるものとする。また、給水管には適切な

防護・保温を施し、他の器具の操作の支障にならないことを十分確認すること。 

（９）配管に部屋番号を表記した提札を設置するなど、メーターの誤接続防止に努めるこ

と。 

 

 

第７章 その他 

 

１．その他 

  その他必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

 附  則 

１ この基準は、平成１７年 ８月 １日から施行する。 

２  この基準は、平成１８年１０月 １日から施行する。 

３  この基準は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 

  ただし、朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例に基づく協議を令和８年

３月３１日以前に行ったものについては、従前の基準を適用するものとする。 



 

 

様式第１号                    受付番号 

直結給水システム事前協議申請書 

  年  月  日 

朝霞市水道事業 

朝霞市長 宛 

                  給水工事申込者 

 

                                    住  所 

                                    氏  名 

                                    電話番号                                     

 

 次のとおり給水方式について事前協議をいたします。 

 工 事 場 所   朝 霞 市             丁目   番   号 

協  議  者 

 会 社 名 

  又 は 氏 名      

 

                                               

  住   所  

  電 話 番 号       

  担 当 者 名       

  予 定 工 期  着工      ・    ・  竣工       ・     ・ 

 

   建築計画概要 

□新 築      □既 存      地上   階    地下   階 

□戸建て □共同住宅 □店舗併用住宅 □事務所併用共同住宅 

住宅戸数   戸 （ □ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ □ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ □混在 ） 

 給 

 水 

 装 

 置 

 の 

 概 

 要 

 

給 水 方 法      

□直結直圧式  （  階 ～  階 ）   戸建のみ 

□直結増圧式  （  階 ～  階 ） 

□併 用 式   （  階 ～  階は直結、 階より上階は増圧） 

使 用 水 量      計画１日最大使用量       ㎥／日 

取 出 口 径      配水管口径φ   ㎜ 取出口径φ   ㎜ 増圧設備口径φ   ㎜ 

水道ﾒ ｰ ﾀ ｰ      

設 置 計 画      

□直圧各戸ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

□増圧各戸ﾒｰﾀｰ φ   ㎜    個 

□直圧共用ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

□増圧共用ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

 

１、案内図、平面図、立面図（計算に利用した区割を記載したもの）、系統図（増圧のみ）、現地水圧

写真（直圧のみ）、水理計算書、その他必要とするものを添付し、２部提出してください。 

２、事前協議の内容に変更が生じた場合は、再度協議してください。 



 

 

様式第２号                                       受付番号 

事前協議承認通知書 

 

  年  月  日 

                        様 

                           朝霞市水道事業 

朝霞市長 松下 昌代       

 

 令和  年  月  日付で事前協議の申請がありました下記の直結給水システムについて、

配水管、管網状況等の現状を検討した結果、承認しましたので通知いたします。 

 

記 

 

工 事 場 所        朝 霞 市                    丁目   番   号 

建築計画概要 

□新 築      □既 存      地上   階    地下   階 

□戸建て □共同住宅 □店舗併用住宅 □事務所併用共同住宅 

住宅戸数   戸 （ □ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ □ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ □混在 ） 

給 

水 

装 

置 

の 

概 

要 

給 水 方 法      

□直結直圧式  （  階 ～  階 ）   戸建のみ 

□直結増圧式  （  階 ～  階 ） 

□併 用 式   （  階 ～  階は直結、  階より上階は増圧） 

使 用 水 量      計画１日最大使用量       ㎥／日 

取 出 口 径      配水管口径φ   ㎜ 取出口径φ  ㎜ 増圧設備口径φ  ㎜ 

水道ﾒ ｰ ﾀ ｰ      

設 置 計 画      

□直圧各戸ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

□増圧各戸ﾒｰﾀｰ φ   ㎜    個 

□直圧共用ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

□増圧共用ﾒｰﾀｰ φ  ㎜   個 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第３号 

     □３階直結直圧式給水 

                            条件承諾書 

     □直結増圧式給水 

 

  年  月  日  

  朝霞市水道事業 

朝霞市長 宛 

               給水工事申込者 

                              住  所 

                              氏  名                                   

                              電話番号 

設 置 場 所      朝 霞 市                  丁目    番    号 

（建物の名称） 
 

工事施工者 

氏名又は名称 
 

電 話 番 号       
 

  ３階直結直圧式給水及び直結増圧式給水について、次のことを承諾いたします。 

 

１ ３階建直結直圧式給水に関する事項 

  直結直圧式給水は、断水や水圧低下のとき、受水槽のような貯留機能がないため、水の 

使用ができなくなることを承知しています。 

２ 直結増圧式給水に関する事項 

（１）故障時の対応 

   ア 停電や故障により増圧給水設備が停止したとき又は水圧低下により一時的な取水不 

良が発生したときは、直結給水を使用します。 

   イ 直結増圧式給水は、断水や水圧低下のとき、受水槽のような貯留機能がないため水 

の使用ができなくなることを承知しています。 

（２）定期点検 

   増圧給水設備及び減圧式逆流防止装置の機能を適正に保つため、使用者の費用で１ 

年に１回以上の定期点検を行うとともに、必要となる修繕を行います。 



 

 

 

３ ３階建直結直圧式給水及び直結増圧式給水に共通する事項 

（１）損害賠償 

  直結直圧式給水及び直結増圧式給水に起因して、逆流又は漏水が発生し、貴市又は他の使 

用者等に損害を与えた場合は、責任を持って補償します。 

（２）管理人等の継承 

  所有者又は管理人を変更するときは、変更後の所有者又は管理人にこの装置が条件付であ 

ることを熟知させます。 

  なお、部屋の賃貸をするときは、本給水装置が条件付であることを関係者に熟知させます。 

（３）既設給水管の使用責任 

  既設給水管の使用により、直結直圧式給水又は直結増圧式給水とした場合は、これに起因 

する漏水及び赤水等が発生したときは、配管の布設替え等を所有者又は使用者の責任におい 

て行うこととし、貴市の指示に従い速やかに改善いたします。 

（４）水道メーターの管理 

  水道メーターは維持管理及び検針に支障のないようにします。 

  なお、支障が生じた場合は、貴市の指示に従い所有者または使用者の費用で速やかに改善 

いたします。 

（５）水道メーターの取替え 

  計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えには、貴市 

に協力し断水することを承諾いたします。 

（６）条例及び規則の遵守 

  上記各項のほか、取り扱い上必要な事項については、朝霞市水道事業給水条例及び規則、 

直結給水システム実施基準等を遵守して施行いたします。 

（７）紛争の解決 

  上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、直結直圧式給水又は直結増圧式給水に起因する 

紛争等については、当事者間で解決し、貴市には一切迷惑をかけません。 

 

 



1 水理計算算出の条件 本管水圧
同時使用率による給水量

1
2
3

設計水圧
1

＊給水栓の高さは、本管から３階給水栓までの高さとする。

2 給水装置類の損失水頭の計算
① 配管の損失水頭(（ウエストン+ヘーゼン）

A ～ B
Ｂ ～ Ｃ
Ｃ ～ Ｄ
Ｄ ～ Ｅ
Ｅ ～ Ｆ
Ｆ ～ Ｇ
Ｇ ～ Ｈ
Ｈ ～ Ｉ
Ｉ ～ Ｊ
Ｊ ～ Ｋ
Ｋ ～ Ｌ
Ｌ ～ Ｍ
Ｍ ～ Ｎ
Ｎ ～ Ｏ
Ｏ ～ Ｐ
Ｐ ～ Ｑ
Ｑ ～ Ｒ
Ｒ ～ Ｓ
S ～ T
T ～ U
U ～ V
V ～ W
W ～ X
X ～ Y
Y ～ Z

② 給水器具類の損失水頭
器具名称 個数  口径(㎜)

＊延長は、給水装置の直管換算長による。

3 必要水頭
① 配管の損失水頭合計
② 給水器具の損失水頭合計
③ 給水栓の高さ
④ シャワー

4 計画給水の検証

残水頭本管水圧
＞

計画必要最少動水圧

合　　計

継手（チーズ）計 -
継手（エルボ）計 -

-
-
-
-
-
-
-

-
-

流量(L/s) 流速(m/s) 延長(m) 損失水頭(m)
-

合　　計 最大 0 最大 0

区　間  口径(㎜) 流量(L/s) 流速(m/s) 延長(m) 損失水頭(m)

管芯から最高位水栓までの高さ

計画引き込み管口径
各戸メーター口径 設計水圧

総給水戸数 同時使用水量（Ｌ/ｓｅｃ）

時間 本管水圧

階　　層 3

建 築 用 途 階　　層 1

業 者 名 階　　層 2

建 築 名 称

朝　霞　市　直　結　直　圧　方　式　水　理　計　算　書

給 水 工 事 の 場 所

1 (Ver4.0)



階

戸 戸 戸

戸 戸 戸

１．給水量の算出

≦

≦

区間 A ～ B

（１）給水戸数による給水量

（２）計画一日最大給水量算定基準による給水量

（３）給水用具負荷単位による給水量

（４）その他算出方法による給水量

総給水量（L/min）

２．給水装置の損失水頭

給水 サドル付

管径 分水栓

合計損失水頭(m) Ｐ2：

３．増圧給水設備流入圧力

Ｐ0： 設計水圧 20ｍとする ＝ m

Ｐ1： 配水管管芯から増圧給水設備までの高低差（Ｈ） ＝ m

Ｐ2： 分岐から減圧式逆流防止器までの圧力損失 ＝ m

Ｐ3： 減圧式逆流防止器損失 ＝ m

Ｐin： ■ 逆流防止器上流側設置 差圧 P0-（P1+P2+P3） ＝ m

□ 逆流防止器下流側設置 差圧 P0-（P1+P2） ＝ m

※逆流防止装置上流側の場合は、Ｐin≧０であることまでを確認

※逆流防止装置下流側の場合は、Ｐin>7-P1であることまでを確認

４．増圧給水設備の検討

Ｐ4： ＢＰからメーターまでの損失水頭 （Ｐ6+Ｐ7）×0.1ｍ ＝ m

Ｐ5： 末端必要水圧 （メーター手前で20ｍ以上とする） ＝ m

Ｐ6： 最上階給水栓高　　 （増圧給水設備と末端最高位の高低差） ＝ m

Ｐ7： 横方向配管延長　 （増圧給水設備から分岐まで） ＝ m

pout 給水用具負荷全楊程

■ 逆流防止器上流側 P4＋P5＋P6 ＝ m

□ 逆流防止器下流側 P3＋P4＋P5＋P6 ＝ m

５．適用機種選定（参考）

L/min m 相 Ｖ kw

建  築  名  称 階層
総給水戸数 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ

朝霞市直結増圧方式水理計算書

朝霞市上下水道部
給水装置工事の場所 朝霞市

合計

増圧給水戸数 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ
建  築  用  途

合計

ファミリータイプ増圧可能戸数 50戸

配水管口径 給水方式 ワンルームタイプ増圧可能戸数 95戸

増圧給水量(L/min)

◎1～2戸：同時使用率　ファミリー：2栓/1戸 ワンルーム1.5栓/1戸※1

栓あたり12L/minとして算出  ◎3～9戸：Q＝42N
０．３３ 

◎10戸～149戸：

Q=19N
0.67 

※ワンルームタイプはファミリータイプの65%として算出

区間 給水量
呼径の
流速

割Ｔ字管 メーター 仕切弁
90°

チーズ
直管 直管 合計 損失

エルボ 換算長 延長 管長 水頭

～

～

20

増圧給水設備形式 逆流防止器設置位置 給水量 全揚程 増圧口径

OK

-

電動機

上流側

1 / 1 (Ver7)



直結増圧式給水方式による動水勾配線図 
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Ｍ
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Ｐ３                                        
                                     
                                     
                                      
                                 

Ｐ0     Ｐin                           
                                     
                                     
                                       
                                        

                                
                                     
          Ｐ１         Ｐ7 
                                   
                                     
                
Ｐ0：設計水圧 20m 
Ｐ1：配水管と増圧給水設備の高低差（Ｈ） 
Ｐ2：分岐から減圧式逆流防止器までの摩擦による圧力損失 
Ｐ3：減圧式逆流防止器の損失                                                         

Ｐ4：増圧給水設備からメーターまでの給水管、給水用具等の圧力損失 
Ｐ5：メーター手前での最小必要圧力（20m） 
Ｐ6：増圧給水設備と末端最高位の給水栓までの 高低差 
Ｐ7：増圧給水設備から分岐管までの延長 
Ｐin：増圧給水設備流入圧力 
  Ｐin＝Ｐ0－（Ｐ1＋Ｐ2＋Ｐ3）≧０ 
Ｐout：増圧給水設備流出圧力（吐出圧設定値） 
  Ｐout＝Ｐ4＋Ｐ5＋Ｐ6 
BPL：一次側圧力低下による停止圧力設定［７－Ｈ≧０又は７＋Ｈ（ｍ）］ 
BPH：一次側圧力低下による復帰圧力設定［１０－Ｈ又は１０＋Ｈ（ｍ）］ 
  BPL≦Ｐin＝Ｐ0－（Ｐ1＋Ｐ2＋Ｐ3） 

BP 
Ｐ 



共用栓
補助管延長が概ね２０ｍを
超える場合には、補助管の
末端に排泥弁を設置する。

専用住宅

朝霞市　止水栓等設置個所図 R8.4.1

専用住宅、
工場等

３F共同住宅（直結直圧）

４F～共同住宅（直結増圧）

共用栓

専用住宅、
工場等

2ｍ以内

a

b

a+b=2m以内※各戸分岐後のボール止水栓の設置は任意

共用栓

親メーター

新設配水管（自費工事）

排泥弁

専用住宅

専用
住宅

専用
住宅

専用住宅

～開発道路（帰属）～排泥弁

配
水
管

～

～

市

道

給水管（補助管）

～開発道路（私道）～
排泥弁

・宅地内（私道内）の道路境界から概ね１ｍ以内に止水栓を設置する。

各戸メーターはパイプ
シャフト内に設置

・専用住宅、工場等は、宅地内の道路境界から配管距離（平面図上の距離）で２ｍ以内にメーターを設置する。

量水器（メーターバルブ含む）

※給水管がφ７５㎜以上の場合はソフトシール仕切弁

BP

専用
住宅

引込管延長が概ね２０ｍを超える
場合には、私道入口付近に止水栓
を設置する。

給水管（引込管）

～私道～

ステンレスボール止水栓

ソフトシール仕切弁

共同住宅（受水槽）

受水槽

専用
住宅専用住宅
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